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福井市長 東村 新一 

 

 

 

私立幼保連携型認定こども園の設置認可について（諮問） 

 

 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第１７条

第１項に基づく幼保連携型認定こども園の設置認可申請が別紙のとおりありました

ので、認可に当たり、同条第３項に基づき、福井市社会福祉審議会児童福祉専門分科

会の意見を求めます。 
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 

(平成十八年六月十五日法律第七十七号) 

 

 

 

(設置等の認可) 

 

第十七条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようと

するとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするとき

は、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園につい

ては、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項に

おいて同じ。)の認可を受けなければならない。 

 

３ 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条

に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 

 

 

 

(都道府県における合議制の機関) 

 

第二十五条 第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定により

その権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型

認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 
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総定員

1号

2号

3号

園舎面積 1,349.84

必要面積 485.34

配置人数 13

必要人数 9

適

尾上幼稚園

認可予定定員
（人）

職員配置
（保育教諭）

園舎面積(㎡)

開設時期

適

18

30

57

105

尾上幼稚園
（幼稚園型認定こども園）

令和2年4月1日

私立幼保連携型認定こども園設置認可一覧

現在の状況

施設所在

園長名

代表者

設置主体

名称

番号 1

福井市松本4丁目9-21

嶋津
しまづ

　弘
こうりゅう

隆

門野
かどの

　哲
さとし

学校法人 尾上幼稚園
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